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D-449 グルコース（糖（試験紙法）との併算定） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、グルコースと糖（試験紙法）の併算定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 グルコースと糖（試験紙法）は同様の検査であり、検査結果にも大差が

ないことから、同時に算定することは認められないと整理した。 

 


